
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜助成金情報＞  

 
 

① 市長は、事業報告書等の提出期限の翌日から２月を経過した日において、事業報告書等を提出していない

法人（提出した事業報告書等の内容に不備があり、その補正に応じない法人を含む）があるときは、代表

権を持つ理事（以下「代表理事」）及び全ての監事に対し、過料に関する規定を明記した督促書を

送付します。 

② 市長は、督促書を送付した日の翌日から２月を経過した日において事業報告書等を提出していない法人が

あるときは、全ての理事及び監事に対し、過料事件の通知を行う旨を明記した督促書を送付しま

す。 

※②の督促書は、代表理事の住所又は居所（以下「住所」）に送付するものにあっては特定記録郵便によ

り、代表理事を除く全ての理事及び監事の住所に送付するものにあっては普通郵便により送付します。 

 

③＜過料事件の通知＞ 

・市長は、②の督促書を送付した日の翌日から１月を経過した日において事業報告書等を提出していない

法人があるときは、法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件の通知を

行います。 

 

 

 

ますだすまいる 通信 

 
益田市市民活動支援センター 

2018年 2月発行 第54号 NPO市民活動団体情報誌 

ノエビアグリーン財団助成 

児童、青少年の健全育成の向上を目的とした体験活動、お

よびスポーツの振興に関する事業を積極的に行い、または

奨励している団体を助成します。 

〔助成金額〕 上限３００万円 

〔申込締切〕 ２月２８日 

〔 〕 (公財)ノエビアグリーン財団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://www.noevirgreen.or.jp/grants/ 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

子ども 

※各種助成金の詳細については、発信元のホームページをご覧ください。 

社会貢献基金助成公募 福祉 

医療 

①研究助成事業：テーマ「婚礼(結婚式)、葬儀(お葬式)など

儀式文化の調査研究」 ②高齢者福祉事業 ③障害者福

祉事業 ④児童福祉事業 ⑤環境・文化財保全事業 ⑥地

域つながり事業(新設) ⑦冠婚葬祭継承事業(新設)。 

〔助成金額〕 上限２００万円 

(①は上限１００万円) 

〔申込締切〕 ２月２８日 

〔 〕 (一財)冠婚葬祭文化振興財団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://www.ceremony-culture.jp/ 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市民活動団体 

子ども 
まち 

づくり 

第７回杉浦地域医療振興助成 福祉・医療 

医師、薬剤師、看護師等の医療従事者及び介護福祉従事

者等の多職種が連携して、「地域包括ケア」「健康寿命の延

伸」を実現しようとする活動又は研究を助成します。 

〔助成金額〕 活動：上限５０万円 

研究：上限３００万円 

〔申込締切〕 ２月２８日 

〔 〕 (公財)杉浦記念財団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://sugi-zaidan.jp/index.html 

--fukushi.jp/ 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

発行元：益田市市民活動支援センター 
〒６９８－８６５０ 益田市常盤町１番１号 益田市役所人口拡大課内 

TEL：０８５６－３１－０６００ FAX：０８５６－２３－７７０８ Eメール：ｎｐｏ@city.masuda.lg.jp 
 

会 場：益田市役所３階  大会議室  

申込方法：市ホームページをご覧いただくか電話又はメールにてお申込みください  

問合せ先：人口拡大課  (担当  岩﨑、桑原 ) 

ＴＥＬ  0856-31-0600 

メール  npo@city.masuda.lg.jp  

【各会場】益田市立市民学習センター２０２号室 

【参加料】無料 

【お申込方法】 

参加申込書(市ホームページよりダウンロード出来ま

す)をご記入の上ＦＡＸにてお送りいただくか、市民

活動支援センター(桑原)までご連絡ください。 

【お問合せ先】 

益田市市民活動支援センター（桑原） 

ＴＥＬ：0856－31－0600 

 

アウトドア環境保護基金 ２０１７年度後期 環境 

アウトドアフィールドの保全や保護のために活動している団体

に活動資金を助成します。 

〔助成金額〕 １０～５０万円 

〔申込締切〕 ２月１５日 

〔 〕 コンサベーション・アライアンス・ジャパン 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://ca-j.org/grants.html 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

 
QRコードを読み込むと 

簡単にメールで申込むことが 

できます！ 

多様な主体による新しい協働の手法 

２月２５日（日）１３：３０～１６：３０ 



第１８回しまね NPO 情報交換会 

NPO 法施行２０年 

NPO のこれまでこれから 

２月１０日（土） 

１４：００～１７：３０ 

会場：松江市市民活動センター 

201･202 研修室 

【お申込み・お問合せ先】 

島根ＮＰＯ連絡協議会事務局 
(ＮＰＯ法人緑と水の連絡会議) 

ＴＥＬ 0854-83-7373 

ＦＡＸ 0854-84-0262 

メール ginmori@hotmail.co.jp 

◆申込み締切２月７日（水） 

地域づくりオールスター祭 

３月４日（日） 

１０：４５～１６：３０ 

会場：木田暮らしの学校 

（浜田市旭町木田 485） 

参加料：1,000 円(昼食代) 

【お申込み・お問合せ先】 

(公財)ふるさと島根定住財団 

ＴＥＬ 0852-28-0690 

◆申込み締切２月２２日(木) 

詳しくは、(公財)ふるさと島根定住財団の 

ホームページをご覧ください。 

＞＞http://www.teiju.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実務担当者のためのガイドライン ～NPO法人会計基準(２０１０年) より抜粋～ 

複数の事業を行っている場合には、事業費をその事業ごとに区分しなければ 

いけないのでしょうか。 

NPO 法人会計基準第２２項(複数事業の事業別開示)において、「事業費は、事業別に区分して注記

することが出来る。その場合収益も事業別に区分して表示することを妨げない」とありますので必ず

しも事業費を事業ごとに区分して表示する事は義務ではありません。 

しかしながら、NPO 法人が自らの事業費を明らかにする事は、法人がどのような事業をどれだけ

行ったのかという、いわば「活動の証」となるものです。そこで、「財務諸表の注記」で、複数の事

業を行う場合には、事業種類ごとに事業費の内訳を表示するか、あるいは、収益も含めて事業別及び

管理部門別に損益の状況を表示するか、いずれかの方法を推奨しています。 

外部からの評価の基準は、金額の大小だけではありません。事業費の総額が少額でも、『僅かな事

業費にもかかわらず、様々な活動をしているなあ』という評価もあるでしょうし、事業費の使途につ

いて『この事業費は、もっと有効な使い方ができるのではないか』という評価があるかもしれませ

ん。 

また、個々の事業に対する収益を事業費と対応させて各事業の損益を明示することで、事業を遂行

する上でどのような経費がどれだけ必要なのか、その経費に見合う収益が得られているのか、といっ

た更に多くの情報を提供することが望ましいのです。 

イベントのご案内 

２月１１日（日） 

会場＞１３：３０ 
開演＞１４：００ 

【会場】益田市総合福祉センターホール 

「きんぎょがにげた」 
金魚鉢から金魚が逃げ出した！部屋を飛

び出し街へそして南国の森へと。そこで誰

と出会うかな？優しい語りと生演奏に合

わせてみんなで歌い、かくれたきんぎょを

みつけよう！ 

五味太郎さんの絵本が、インドネシアの伝

統影絵の手法とガムランの生演奏で楽し

い影絵になりました。 

「まる○さんかく△しかく□」 
ファンタジック影絵。まるやさんかくが形を変えて、 

やがて現れた女の子がお月様にのり空へ。 

「ワニとやんちゃなしか・カンチル」 
インドネシアの動物人形劇。主人公は小さなマメジカ

「カンチル」。手のひらにのる程小さいけどとても賢く

て森の人気者。 

【チケット】子ども大人同額、３才以下無料 

前売：1,000 円 当日：1,500 円 

【チケット販売】 

益田おやこ劇場／芸術文化センター「グラントワ」 

【お問合せ】益田おやこ劇場 

(TEL：090-8244-2208) 

2018 年、挑戦してみたいすべての人へ 

“やってみたいこと”と“仲間が見つかる”スペシャルな時間。 

■9：30－11：40（申込不要） 

益田市ひとづくりの取り組み発表 

■12：30－16：50（申込必須） 

オープニングワークショップ 

3 つの参加型分科会 

Ａ高校生の地域活動 Ｂ地域びとと中高生 Ｃ大学生と地域びと 

クロージングまとめ 

 

事務局：益田市 教育委員会 社会教育課 

電 話：0856-31-0622 

メール：k.higaki@katariba.net（担当：檜垣） 

お 問 合 せ  


